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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭素繊維と熱可塑性樹脂繊維とからなり、炭素繊維：熱可塑性樹脂繊維が重量比で３０
：７０～８０：２０である混抄マット（Ａ）と、ガラス繊維と熱可塑性樹脂からなり、ガ
ラス繊維：熱可塑性樹脂が重量比で２０：８０～５０：５０であるガラス繊維強化樹脂基
材（Ｂ）を積層した積層基材であって、加熱加圧する成形によりリブを成形する部分の混
抄マット（Ａ）に、総長さが８５ｍｍ以上の切り目が設けられているリブ成形用積層基材
。
【請求項２】
　リブの形状が三次元形状であり、基材面と異なる位置に基材面と略平行な面Ｃを有し、
当該面Ｃと基材面との間に空間を有する形状である、請求項１に記載のリブ成形用積層基
材。
【請求項３】
　加熱加圧する成形がスタンピング成形であり、積層基材がスタンピング成形用積層基材
である、請求項１または２に記載のリブ成形用積層基材。
【請求項４】
　前記混抄マット（Ａ）に設けられた切り目が、複数の直線および／または曲線で形成さ
れている、請求項１～３のいずれかに記載のリブ成形用積層基材。
【請求項５】
　混抄マット（Ａ）とガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）が一体化していない、請求項１～４
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のいずれかに記載のリブ成形用積層基材。
【請求項６】
　混抄マット（Ａ）とガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）が接着している、請求項１～４のい
ずれかに記載のリブ成形用積層基材。
【請求項７】
　混抄マット（Ａ）を３ＭＰａの圧力印加後、５×１０－２ＭＰａまで除圧した際の厚み
が、３ＭＰａ加圧印加前の厚みの４０％以上９５％以下である、請求項１～６のいずれか
に記載のリブ成形用積層基材。
【請求項８】
　混抄マット（Ａ）の嵩密度が１．０×１０－２ｇ／ｃｍ３以上、１．５×１０－１ｇ／
ｃｍ３以下である、請求項１～７のいずれかに記載のリブ成形用積層基材。
【請求項９】
　前記混抄マット（Ａ）中の炭素繊維の平均繊維長が２０～７０ｍｍである、請求項１～
８のいずれかに記載のリブ成形用積層基材。
【請求項１０】
　前記ガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）中のガラス強化繊維の平均繊維長が５ｍｍ以上であ
る、請求項１～９のいずれかに記載のリブ成形用積層基材。
【請求項１１】
　前記ガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）中のガラス強化繊維の平均繊維径が５～２０μｍで
ある、請求項１～１０のいずれかに記載のリブ成形用積層基材。
【請求項１２】
　前記ガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）中の熱可塑性樹脂がポリプロピレンまたはポリアミ
ドである、請求項１～１１のいずれかに記載のリブ成形用積層基材。
【請求項１３】
　前記混抄マット（Ａ）中の熱可塑性樹脂繊維がポリプロピレンまたはポリアミドの繊維
である、請求項１～１２のいずれかに記載のリブ成形用積層基材。
【請求項１４】
　前記混抄マット（Ａ）中の熱可塑性樹脂繊維がポリプロピレンであり、前記ガラス繊維
強化樹脂基材（Ｂ）中の熱可塑性樹脂がポロプロピレンである、請求項１～１１のいずれ
かに記載のリブ成形用積層基材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リブ成形用積層基材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、持続可能型社会の構築のため環境保全、省エネルギーの観点から、自動車、鉄道
、航空、等運輸機器、ロボット、電子機器、家具、建材等の分野においてこれら製品の軽
量化が望まれている。
【０００３】
　強化繊維を用いた材料である繊維強化樹脂複合材料は金属材料に比較して比強度、比剛
性が優れることから、軽量化に寄与することができる。そのため炭素繊維やアラミド繊維
、ガラス繊維などを強化繊維として用いた繊維強化複合材料は、その高い比強度・比弾性
率を利用して、航空機や自動車などの構造材料やテニスラケット、ゴルフシャフト、釣竿
などの一般産業やスポーツ用途などに広く利用されてきた。これらに用いられている強化
繊維の形態としては、連続繊維を用いて作られる織物や１方向に繊維が引きそろえられた
UDシート、カットした繊維を用いて作られるランダムマット、不織布がある。
【０００４】
　特開平１０－１９３３５０号公報（特許文献１）には、熱可塑性樹脂を含むガラス繊維
抄造体からなる複合積層体を加熱及び加圧してシート状に成形してなるスタンピング成形
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材料および製造方法が開示されている。これによれば一体化成形にて立体形状製品を短時
間で製造可能だが、流動させることで繊維の配向をコントロールすることは難しく、熱的
・機械的に等方性を有し、配向による収縮差に起因する反りの少ない成形品を得るのは困
難であった。
【０００５】
　成形体の機械的特性を向上させる手段として、リブや製品形状多様化、多機能化により
複雑な３次元突起物を付与するような構造が増えている。従来３次元突起物に対しても機
械的強度を向上させるための方法の一つとして、繊維強化樹脂複合材料が用いられるが、
多くの場合３次元突起物先端まで流動性を持たせるため短繊維が多く使用されている。し
かし上記課題のように繊維の配向等を制御することは難しくまた短繊維では機械的物性は
あまり高くない。
【０００６】
　また非特許文献１より軽量化や材料費低減はもちろん機械的特性の向上のため材料の複
合化技術として積層構造が一般的に知られており、その中でも異種材料を用いた複合化技
術として、サンドイッチ構造をもったサンドイッチ板やハイブリッド板が広く用いられて
いる。同一材料では断面形状を変化させることで大きな曲げモーメントに耐える材料を構
築することは可能だが、応用範囲が狭い。そこで異種材料を用い、それぞれ役割分担を持
たせた表面材と芯材で構成わせるサンドイッチ構造を採用することにより単位重量当たり
の優れた強さと高い剛性を有することが可能となる。サンドイッチ材とは表面層とコア層
で異なった弾性率をもつ材料の組合せで、引張や圧縮に強い表面層とせん断と圧縮に強い
コア層を持ち合わせた特徴を持つ。
【０００７】
　ハイブリッド材とは表面層とコア層との弾性率を少し変えることで梁や平板の曲げ強さ
や曲げ弾性率を向上させる特徴を持ち、ＣＦＲＰ／ＧＦＲＰ／ＣＦＲＰの積層構造などは
典型的なハイブリッド構造といえる。このようなサンドイッチ構造体は表面材とコア材と
の材料の選択と組み合わせパターンだけでなく、表面材とコア材がいかに密着しているか
が性能発現の重要なポイントとなっており、その密着性が課題となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１０－１９３３５０号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】工業材料　２００４年１２月号　Ｐ７６～８０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記の機械的特性の向上、成形品の機能性向上、意匠性等の観点から付与される３次元
突起物には一般的に高い機械的特性を付与させることが難しいとされ、また優れた特性を
もつＣＦＲＰ／ＧＦＲＰのハイブリット材において成形時の流動性が低いという問題があ
る。上記の課題を同時に解決する複合材料が求められていた。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者等は上記の課題を解決すべく鋭意検討した結果、ある一定以上のスリット等が
３次元突起物の入口に存在し、その長さ(面積）の合計が一定以上あれば上記課題を解決
できることを見出し、本発明を完成するに至った。即ち本発明の要旨は、以下の（１）～
（１４）に存する。
【００１２】
　（１）　炭素繊維と熱可塑性樹脂繊維とからなり、炭素繊維と熱可塑性樹脂繊維の重量
比が２０：８０以上１００：０より小である混抄マット（Ａ）と、ガラス繊維と熱可塑性
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樹脂からなるガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）を積層した積層基材であって、加熱加圧する
成形によりリブを成形する部分の混抄マット（Ａ）に切り目が設けられているリブ成形用
積層基材。
　（２）リブの形状が 三次元形状であり、基材面と異なる位置に基材面と略平行な面Ｃ
を有し、当該面Ｃと基材面との間に空間を有する形状である、上記（１）に記載のリブ成
形用積層基材。
　（３）　加熱加圧する成形がスタンピング成形であり、積層基材がスタンピング成形用
積層基材である、上記（１）または（２）に記載のリブ成形用積層基材。
　（４）　前記混抄マット（Ａ）に設けられた切り目が、複数の直線および／または曲線
で形成されている、上記（１）～（３）のいずれかに記載のリブ成形用積層基材。
　（５）　混抄マット（Ａ）とガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）が一体化していない、上記
（１）～（４）のいずれかに記載のリブ成形用積層基材。
　（６）　混抄マット（Ａ）とガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）が接着している、上記（１
）～（４）のいずれかに記載のリブ成形用積層基材。
　（７）　混抄マット（Ａ）を３ＭＰａの圧力印加後、５×１０－２ＭＰａまで除圧した
際の厚みが、３ＭＰａ加圧印加前の厚みの４０％以上９５％以下である、上記（１）～（
６）のいずれかに記載のリブ成形用積層基材。
【００１３】
　（８）　混抄マット（Ａ）の嵩密度が１．０×１０－２ｇ／ｃｍ３以上、１．５×１０
－１ｇ／ｃｍ３以下である、上記（１）～（７）のいずれかに記載のリブ成形用積層基材
。
　（９）　前記ガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）中のガラス繊維と熱可塑性樹脂の比率が、
０：１００より大で６０：４０以下である、上記（１）～（８）のいずれかに記載のリブ
成形用積層基材。
　（１０）　前記ガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）中のガラス強化繊維の平均繊維長が５ｍ
ｍ以上である、上記（１）～（９）のいずれかに記載のリブ成形用積層基材。
　（１１）　前記ガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）中のガラス強化繊維の平均繊維径が５～
２０μｍである、上記（１）～（１０）のいずれかに記載のリブ成形用積層基材。
　（１２）　前記ガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）中の熱可塑性樹脂がポリプロピレンまた
はポリアミドである、上記（１）～（１１）のいずれかに記載のリブ成形用積層基材。
　（１３）　前記混抄マット（Ａ）中の熱可塑性樹脂繊維がポリプロピレンまたはポリア
ミドの繊維である、上記（１）～（１２）のいずれかに記載のリブ成形用積層基材。
　（１４）　前記混抄マット（Ａ）中の熱可塑性樹脂繊維がポリプロピレンであり、前記
ガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）中の熱可塑性樹脂がポロプロピレンである、上記（１）～
（１１）のいずれかに記載のリブ成形用積層基材。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、複雑な形状の成形品に対してかかる繊維樹脂複合材料を積層させることで、
効率的に機械的特性を発揮し、さらに微細で複雑な立体形状の成形体を簡便に作ることが
できるため、産業的価値が高い。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明のリブ成型用積層基材を用いて成形できるリブの形状を示す図である。
【図２】本発明のリブ成型用積層基材を用いて成形できるリブの形状を示す図である。
【図３】本発明のリブ成型用積層基材を用いて成形できるリブの形状を示す図である。
【図４】本発明のリブ成型用積層基材を用いて成形できるリブの形状を示す図である。
【図５】本発明のリブ成型用積層基材を用いて成形できるリブの形状を示す図である。
【図６】本発明における実施例のリブ成型用積層基材を示す図である。
【図７】本発明の実施例で用いた金型を示す図である。
【図８】本発明の実施例において混抄マットに施した切り目を示した図である。
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【図９】本発明のリブ成形用積層基材の構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明を更に詳しく説明する。
　本発明におけるリブ成形用積層体とは、３次元突起物のようなリブを有する成形物を成
形するための積層基材である。
【００１７】
　本発明のリブ成形用積層基材は、炭素繊維と熱可塑性樹脂繊維とからなり、炭素繊維：
熱可塑性樹脂繊維が重量比で２０：８０より大～１００：０である混抄マット（Ａ）と、
ガラス繊維と熱可塑性樹脂からなるガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）を積層した積層基材で
あって、加熱加圧する成形によりリブを成形する部分の混抄マット（Ａ）に切り目が設け
られているリブ成形用積層基材である。前記切り目は混抄マット（Ａ）に必須であるが、
ガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）にも切り目が設けられていても良い。
【００１８】
　成形の自由度の観点から、混抄マット（Ａ）とガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）は一体化
していないことが好ましいが、一体化していても成形性等に問題はない。また、接着の安
定性や材料費削減の観点からは、混抄マット（Ａ）とガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）が接
着可能であることが好ましい。
【００１９】
　加熱加圧する成形は、プレス成形やスタンピング成形等の成形方法が挙げられるが、成
形サイクルが短いため大量生産の観点から、スタンピング成形が好ましい。
【００２０】
　＜リブ＞
　本発明のリブ成形用積層基材は、複雑な３次元構造のリブの成形を可能としたものであ
り、本発明のリブ成形用積層基材を加熱加圧して成形するリブの形状としては、三次元形
状のものであり、図１や図２、図３、図４、図５のような形状が挙げられる。特に図５の
ように、基材面と異なる位置に基材面と略平行な面Ｃを有し、当該面Ｃと基材面との間に
空間を有する形状のリブを形成できる点が本発明の特に優れた点である。
【００２１】
　＜混抄マット（Ａ）＞
　混抄マット(Ａ)は、炭素繊維と熱可塑性樹脂繊維とからなり、炭素繊維：熱可塑性樹脂
繊維が重量比で２０：８０以上１００：０より小である。炭素繊維の重量比が低すぎると
機械的特性においてガラス繊維と熱可塑性樹脂とからなるガラス繊維強化樹脂（Ｂ）のレ
ベルまでしか発揮できない。好ましくは炭素繊維：熱可塑性樹脂繊維が重量比で３０：７
０～８０：２０、より好ましくは４０：６０～７０：３０である。
【００２２】
　混抄マット（Ａ）とは、強化繊維への樹脂含浸性を高めるため所定の強化繊維と熱可塑
性樹脂繊維とを含んでおり、さらに下記クッション性、嵩密度を有して構成される。本発
明でいう強化混抄マットは不連続な強化繊維から構成させる面状体（マット状物）である
。本発明に関する強化繊維マットは強化繊維がサイジング剤やマットとするときに少量の
バインダーを含んだものでもよくまた面内において強化繊維や熱可塑性樹脂繊維がランダ
ムな方向に配向しており、実質的に面内の縦横方向の物性がほぼ同等であると好ましい。
本発明の混抄マット中には、本発明の目的を損なわない範囲であれば無機繊維の各種繊維
状または非繊維状フィラー、難燃剤、耐ＵＶ剤、顔料、離型剤、軟化剤、可塑剤、界面活
性剤、硬化剤の添加剤を含んでも良い。
【００２３】
　本発明の混抄マット（Ａ）は、積層体を加熱加圧する成形によりリブを成形する部分に
切り目が設けられている。切り目の形状については特に限定はないが、例えば、複数の直
線および／または曲線で形成されていることが好ましい。さらに一定以上の総長さを有し
ていることが好ましい。
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【００２４】
　混抄マット（Ａ）は、異種材料を積層した複合材における材料一体化の観点から、クッ
ション性を有していることが好ましく、混抄マット（Ａ）を３ＭＰａの圧力印加後、除圧
した際の厚みが、３ＭＰａ加圧印加前の厚みの４０％以上９５％以下であることが好まし
い。
　また、混抄マット（Ａ）は、嵩密度が低すぎると強化繊維による補強効果が減少し、高
すぎると樹脂の含浸性低下をもたらし機械的特性に影響を及ぼす。混抄マット（Ａ）の嵩
密度は好ましくは１．０×１０－２ｇ／ｃｍ３以上、より好ましくは２．０×１０－２ｇ
／ｃｍ３以上であり、好ましくは１．５×１０－１ｇ／ｃｍ３以下、より好ましくは１．
３×１０－１ｇ／ｃｍ３以下である。
【００２５】
　＜＜炭素繊維＞＞
炭素繊維としては、特に限定されず、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）系炭素繊維、ＰＩ
ＴＣＨ系炭素繊維等が挙げられる。
【００２６】
　好ましい炭素繊維は、ＪＩＳ　Ｒ７６０１（１９８６）に準じて測定したストランド引
張強度が１．０ＧＰａ以上９．０ＧＰａ以下で、かつストランド引張弾性率が１５０ＧＰ
ａ以上１０００ＧＰａ以下の炭素繊維である。より好ましい炭素繊維は、ＪＩＳ　Ｒ７６
０１（１９８６）に準じて測定したストランド引張強度が１．５ＧＰａ以上９．０ＧＰａ
以下で、かつストランド引張弾性率が２００ＧＰａ以上１０００ＧＰａ以下の炭素繊維で
ある。
【００２７】
　炭素繊維の平均繊維長は、１～１００ｍｍが好ましく、３～９０ｍｍがより好ましく、
５～８０ｍｍがさらに好ましく、特に好ましくは、２０～７０ｍｍが最も好ましい。
【００２８】
　一般に炭素繊維が長いほど機械物性に優れた構造材が得られるが、特にスタンピング成
形時において、流動性が低下するために複雑な３次元形状の構造材が得られにくくなる。
炭素繊維の平均繊維長が上限値以下であれば、賦形時に優れた流動性が得られ、炭素繊維
とマトリックス樹脂が流動しやすい。そのため、リブやボス等の複雑な３次元形状の構造
材を得ることが容易である。また、炭素繊維の平均繊維長が下限値以上であれば、機械物
性に優れた構造材を製造できる。
【００２９】
　炭素繊維の平均繊維直径は、１～５０μｍが好ましく、５～２０μｍがより好ましい。
　また本発明における炭素繊維は、単糸状に開繊した状態であってもよいし、複数の単糸
が集まった繊維束であっても良いし、単糸と繊維束が混在していてもよい。
【００３０】
　＜＜熱可塑性樹脂繊維＞＞
　熱可塑性樹脂繊維を構成する熱可塑性樹脂は、特に限定されず、ポリアミド樹脂（ナイ
ロン６（融点：２２０℃）、ナイロン６６（融点：２６０℃）、ナイロン１２（融点：１
７５℃）、ナイロンＭＸＤ６（融点：２３７℃）等）、ポリオレフィン樹脂（低密度ポリ
エチレン（融点：９５～１３０℃）、高密度ポリエチレン（融点：１２０～１４０℃）、
ポリプロピレン（融点：１６５℃）等）、変性ポリオレフィン樹脂（変性ポリプロピレン
樹脂（融点：１６０～１６５℃）等）、ポリエステル樹脂（ポリエチレンテレフタレート
、ポリブチレンテレフタレート等）、ポリカーボネート樹脂（ガラス転移温度：１４５℃
）、ポリアミドイミド樹脂、ポリフェニレンオキシド樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリエー
テルスルホン樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリス
チレン樹脂、ＡＢＳ樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、液晶ポリエステル樹脂、ア
クリロニトリルとスチレンの共重合体、ナイロン６とナイロン６６の共重合体等が挙げら
れる。
【００３１】
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　変性ポリオレフィン樹脂としては、例えば、マレイン酸等の酸によりポリオレフィン樹
脂を変性した樹脂等が挙げられる。
【００３２】
　熱可塑性樹脂は、１種を単独で使用してもよく、２種以上を併用してもよく、２種以上
をポリマーアロイとして使用とてもよい。
　熱可塑性樹脂としては、強化繊維との接着性、強化繊維への含浸性及び熱可塑性樹脂の
原料コストの各々のバランスの点から、ポリオレフィン樹脂、ポリアミド樹脂及びポリカ
ーボネート樹脂からなる群から選ばれる少なくとも１種を含むことが好ましい。紡糸性等
の観点から、特に好ましいのはポリプロピレン、ポリアミドである。
【００３３】
　混抄マット（Ａ）を構成する熱可塑性樹脂繊維の構成樹脂として使用される熱可塑性樹
脂と、ガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）の構成樹脂として使用される熱可塑性樹脂は、同一
でも異なっていてもよいが、接着性の観点から、同一種 のものを使用することが好まし
い。具体的には、いずれもポリプロピレンであること、若しくはいずれもポリアミドであ
ることが好ましい。混抄マット（Ａ）の構成樹脂として使用される熱可塑性樹脂と、ガラ
ス繊維強化樹脂基材（Ｂ）の構成樹脂として使用される熱可塑性樹脂は、同一でも異なっ
ていてもよいが、接着性の観点から、同一種のものを使用することが好ましい。具体的に
は、いずれもポリプロピレンであること、若しくはいずれもポリアミドであることが好ま
しい。
【００３４】
　熱可塑性樹脂繊維の平均繊維直径は、２０～１５０μｍが好ましく、３０～７０μｍが
より好ましい。
　熱可塑性樹脂繊維の平均繊維長は、３０ｍｍ以上が好ましく、３０ｍｍ未満の場合、解
繊工程やニードルパンチの工程において均一に作製できず混抄マットの機能を発現しない
【００３５】
　＜ガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）＞
　本発明におけるガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）は、ガラス繊維と熱可塑性樹脂からなる
。ガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）中のガラス繊維の比率は、ガラス繊維：熱可塑性樹脂の
重量比で０：１００より大で６０：４０以下であることが好ましい。ガラス繊維の重量比
が高すぎるとマトリックスとなる樹脂の強化繊維への含浸性、接着性が低下をもたらすた
め、より好ましくはガラス繊維：熱可塑性樹脂繊維が重量比で２０：８０～５０：５０で
ある。
【００３６】
　＜＜ガラス繊維＞＞ 
　本発明で用いるガラス繊維の平均繊維長は、１～１００ｍｍが好ましく、３～７０ｍｍ
がより好ましく、５～５０ｍｍがさらに好ましく、１０～５０ｍｍが特に好ましく、１０
～３５ｍｍが最も好ましい。一般にガラス繊維が長いほど機械物性に優れた構造材が得ら
れる。
【００３７】
　ガラス繊維の平均繊維直径は、１～５０μｍが好ましく、５～２０μｍがより好ましい
。平均繊維径が小さすぎるとマトリックス樹脂の繊維への含浸性が困難となり、大きすぎ
ると成形性や加工性に悪影響をもたらす。
【００３８】
　＜＜熱可塑性樹脂＞＞
　上述の、混抄マット（Ａ）を構成する熱可塑性樹脂繊維の熱可塑性樹脂として挙げたも
のと同様のものを使用することができる。
【００３９】
　＜混抄マット（Ａ）の製造方法＞
　本発明の混抄マット（Ａ）の製造方法は、特に限定されないが、例えば熱可塑性樹脂繊
維からなる綿状または捲縮をかけた状態のものに、炭素繊維を一定の長さにそろえてカッ
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トしたものを混ぜた状態で、カード機に投入して解繊混合し、ウェブを得たのち、クロス
レイヤーでウェブを重ね、ニードルパンチで交絡させる方法などがある。
また上記ウェブを得る方法として、事前に解繊機で解繊を行った後にカード機に投入する
方法もある。
【００４０】
　＜混抄マット（Ａ）への切り目の作成方法＞
　混抄マットへ切り目を入れる場合、３次元突起物入口箇所に任意の長さのスリットを入
れ、深さは特に限定はないが、混抄マットの厚み分の切り目があると好ましい。この場合
、スリットは線でも良いし、面積を持っていても良い。またスリットの入れ方は、直線で
も曲線でも良い。切り目は１本だけでもよいが、リブの形状にあわせて×状や放射状に設
けてもよいし、図８の様に直線状のものを平行に複数本設けても良い。
【００４１】
　＜ガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）の製造方法＞
　連続スワール状ガラス繊維ストランド及び／又はチョップドガラス繊維ストランドで構
成された繊維層（Ａ）の複数層と、該複数のガラス層（Ａ）の間に介在された熱可塑性樹
脂繊維不織布層（Ｂ）との積層体を上下両面からニードルパンチ処理してガラス繊維複合
マットを作製する。さらにガラス繊維強化樹脂基材は前記マットの不織布層（Ｂ）に由来
しない熱可塑性樹脂繊維（Ｃ）を押出機にてシート状に形成するとともに押し出された熱
可塑性樹脂シートの両面に前記マットを積層し、加熱加圧装置ローラで加熱および加圧す
る。不織布層（Ｂ）を構成する熱可塑性樹脂繊維が完全に溶融し、冷却固化させることで
シート状のガラス繊維強化樹脂基材を作製する。
【実施例】
【００４２】
　以下実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものでは
ない。
【００４３】
　〔実施例１〕
　［混抄マット（Ａ）の製造〕
　未延伸ポリプリピレン繊維平均繊維長４５ｍｍにカットしたものと、ＰＡＮ系炭素繊維
（１５Ｋ、繊維径７μｍ）を繊維長６０ｍｍに切断したものとを、重量比で４０：６０と
なるように配合した。得られた配合物をカード機に投入し、解繊混合し、ウェブを得たの
ち、クロスレイヤーでウェブを重ね、ニードルパンチで交絡させて、混抄マット（Ａ）を
製造した。
【００４４】
　［ガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）の製造］
　クオドランド・プラスチック・コンポジッド・ジャパン製ガラス繊維複合材ＧＭＴ（品
番：Ｐ４０３８－ＢＫ３１、Ｖｆ２０％、平均繊維径１３μｍ、平均繊維長４０ｍｍ以上
）を、ガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）として使用した。
【００４５】
　［リブ成型用積層基材の製造］
　混抄マット（Ａ）の、混抄マット（Ａ）を図７に示す金型に配置した場合に、成形品本
体から垂直に立ったリブ部の底面（幅５ｍｍ×長さ１７０ｍｍ）の中央に当たる部分に、
長さ８５ｍｍの切れ目を入れ、ついでガラス繊維強化樹脂基材と積層した。（図６）
【００４６】
　［リブ月成形品の成形］
　上記切り目を施した混抄マット（Ａ）を、予め１６０℃に加熱した金型に、図７に示す
金型の成形品本体から垂直に立ったリブ部の底面（幅５ｍｍ×長さ１７０ｍｍ）の中央に
当たる部分に混抄マット（Ａ）に施した切り目が位置するように配置し、次いで、予め２
１５℃設定の温風循環式オーブンで１３分間加熱したガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）を配
置し、直ちに５ＭＰａの圧力で５分保持した後、金型を８０℃以下まで冷却し、リブ付成
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形品を得る。
【００４７】
　〔実施例２〕
　リブ底面において、混抄マットの切れ目の総長さが８５ｍｍ以上になるよう３か所に切
れ目を入れた混抄マット（図８）を使用した以外は実施例１と同様にして、リブ付成形品
を得る。
【００４８】
　　　〔実施例３〕
　ＰＰ樹脂に、繊維径１４μｍの長繊維ガラスファイバーを４０ｗｔ％含有した厚さ３．
８ｍｍのクオドランド・プラスチック・コンポジッド・ジャパン製ガラス繊維複合材ＧＭ
Ｔを芯材として、その表裏面に繊維径５３μｍ×繊維長６０ｍｍのＰＰ繊維とＰＡＮ系炭
素繊維（１５Ｋ、繊維径７μｍ）を繊維長６０ｍｍに切断したものとを混抄させた炭素量
６０ｗｔ％、坪量２５０ｇ／ｍ２となるマットを配置させ、これを２００℃、５ＭＰａで
１０分加熱し、積層板を得る。成形品本体から垂直に立ったリブ部の底面（幅５ｍｍ×長
さ１７０ｍｍ）中央に当たる積層板表面の混抄マット部分に長さ８５ｍｍの切れ目を入れ
、設定温度２１５℃とした温風循環式オーブン内で１３分加熱し、８０℃に加温された金
型に速やかにセットして、５ＭＰａの圧力で１０分保持し、成形品を得る。
【００４９】
　〔実施例４〕
　上記実施例３のリブ底面において、混抄マット部への切れ目の総長さが８５ｍｍ以上に
なるよう３か所に切れ目を入れた積層板（図８）を使用し、上記同様にリブ付成形品を得
る。
【００５０】
　［比較例１］
　切れ目をない入れない混抄マットを、予め１６０℃に加熱した金型に配置し、次いで、
予め２１５℃設定の温風循環式オーブンで１３分間加熱したＧＭＴを配置し、更に切れ目
を入れていない混抄マットを配置して、直ちに５ＭＰａの圧力で５分保持した後、金型を
８０℃以下まで冷却し、リブ付成形品を得る。
【００５１】
　［比較例２］
　上記実施例１において、混抄マットの切れ目長さを１５ｍｍとした場合に得られたリブ
付成形品。
【００５２】
　［比較例３］
　ＰＰ樹脂に、繊維径１４μｍの長繊維ガラスファイバーを４０ｗｔ％含有した厚さ３．
８ｍｍのクオドランド・プラスチック・コンポジッド・ジャパン製ガラス繊維複合材ＧＭ
Ｔを芯材として、その表裏面に繊維径５３μｍ×繊維長６０ｍｍのＰＰ繊維とＰＡＮ系炭
素繊維（１５Ｋ、繊維径７μｍ）を繊維長６０ｍｍに切断したものとを混抄させた炭素量
６０ｗｔ％、坪量２５０ｇ／ｍ２となるマットを配置させ、これを２００℃、５ＭＰａで
１０分加熱し、積層板を得る。成形品本体から垂直に立ったリブ部の底面（幅５ｍｍ×長
さ１７０ｍｍ）中央に当たる積層板表面の混抄マット部分に切れ目を入れず、設定温度２
１５℃とした温風循環式オーブン内で１３分加熱し、８０℃に加温された金型に速やかに
セットして、５ＭＰａの圧力で１０分保持し、成形品を得る。
【００５３】
＜評価法＞
　リブ底面からリブ高さの１５％部分の成形体（１）、リブの先端からリブ高さの１５％
部分の成形体（２）それぞれの単体において、灰化試験より以下の評価を行った。
　I）強化繊維（ＧＦ）の含有率：成形体（２）のＧＦの含有率（質量％）が成形体（１
）のＧＦ含有率（質量％）と比較して－１５％以内である。
　II）ガラス繊維強化樹脂基材の充填率：成形体（２）部分の型体積における成形体の（
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２）部分の体積が１００％である。
【００５４】
【表１】

【００５５】
【表２】

【符号の説明】
【００５６】
　（Ａ）：炭素繊維強化樹脂基材（Ａ）
　（Ｂ）：ガラス繊維強化樹脂基材（Ｂ）
　１：面Ｃ
　２：基材面
　３：３次元突起物入口投影箇所
　４：切り目
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